
　広域連合では、被保険者の健康の保持増進と健康寿命の延伸を目的に、健康診査を実施しています。
　健康診査の実施方法については、市町村によって異なりますので、健康診査のご案内を確認いただくか、お住
まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。
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健康診査の詳細につきましては、お住まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。

　高額療養費制度は、被保険者のかたが医療機関の窓口において医療費の自己負担を支払っていただいた後、
月ごとの自己負担限度額を超える額があとから支給されるものです。
　平成３０年８月診療分から自己負担限度額が次のとおり変更になりますのでお知らせします。

　高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険における１年間（毎年８月１日～翌年７月３１日）の自己負担額を
合算した額が下の表の限度額を超えた場合に、申請により限度額を超える額が各保険者から支給されるものです。
　平成３０年８月診療分から自己負担限度額が次のとおり変更になりますのでお知らせします。

　広域連合では、施術所からの請求内容を確認するために、柔道整復師、はりきゅう・マッサージ等の施術を
受けられたかたに、受診内容についてのアンケートをお送りすることがあります。（受診を控えていただく目的で
はありません。）
　アンケートが届いた際は、ご協力をお願いいたします。

口腔機能低下や誤嚥（ごえん）性肺炎等の疾病
を予防し、口腔機能を維持、改善することを
目的とする。

千葉県後期高齢者医療被保険者のうち、
昭和1７年4月2日～昭和1８年4月1日生まれの
かた。
広域連合での歯科口腔診査は、76歳になる年度
の1回限りです。

○口腔診査
　・歯と歯肉の状況
　　（むし歯、歯肉の炎症、かみ合わせなど）
　・口腔機能の状況
　　（舌の動き、物を飲み込む力など）

○口腔衛生指導
　・むし歯、歯周疾患の予防法など

千葉県歯科医師会会員の健診協力医療機関
（４月１日以降、広域連合ホームページに健診
協力医療機関の名簿を掲載します。）

平成30年6月1日～平成30年12月28日

生活習慣病やその傾向があるかたを早期に発見
し、予防や早期治療につなげていくことで、被
保険者の健康の保持・増進に資することを目的
とする。

千葉県後期高齢者医療被保険者

○基本項目
　・診察　・身体計測　・血圧測定
　・血液検査　（脂質、肝機能、血糖）
　・尿検査　　（腎機能、尿糖）

○詳細項目
（一定の基準を満たし、医師が必要と認めた場
合に対象となります。）

市町村ごとに異なる

市町村ごとに異なる

歯科口腔（こうくう）医科

健康診査に係る窓口負担はありません。
（健康診査後の治療に要する費用は、有料となります。）

健康診査
種　　類

目　　的

対 象 者

主    な
健診項目

実施する
医療機関

実施期間

費　　用

アンケートにご協力ください
お問い合わせ先　給付管理課　☎043－216－5013

健康診査を受診しましょう
お問い合わせ先　給付管理課　☎043－216－5013

高額療養費の自己負担限度額が変わります（平成30年8月診療分から） 
お問い合わせ先　給付管理課　☎043－216－5013
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負担
割合 所得区分 外来（個人単位）

外来＋入院
（世帯単位）

課税所得（※1）
６９０万円以上

課税所得（※1）
３８０万円以上

課税所得（※1）
１４５万円以上

３割 ５７，６００円

８０，１００円
●総医療費が２６７，０００円を
　超えた場合は（総医療費－
　267,000円）×１％を加算
●多数回該当（※2）の場合は
　　　　 ４４，４００円

５７，６００円

２４，６００円
１５，０００円

●多数回該当（※2）の場合は
　　　　 ４４，４００円

１４，０００円、
年間14万4千円

上限

8,000円

一　般

区分Ⅱ
区分Ⅰ

１割

現
役
並
み

◎自己負担限度額（月額）
○見直し前〔平成30年7月診療分まで〕 ○見直し後〔平成30年8月診療分から〕

高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額が変わります
（平成30年8月診療分から） 

お問い合わせ先　給付管理課　☎043－216－5013

※1　課税所得とは、市町村民税の課税所得（課税標準額）のことです。
※2　多数回該当とは、直近12か月以内に３回以上世帯単位の高額療養費の

該当となった場合、４回目以降の自己負担限度額が減額されることです。

外来（個人単位）
外来＋入院

（世帯単位）

２５２，６００円 ＋ （総医療費－８４２，０００円） × １％
●多数回該当（※2）の場合は１４０，１００円

１６７，４００円 ＋ （総医療費－５５８，０００円） × １％
●多数回該当（※2）の場合は９３，０００円

８０，１００円 ＋ （総医療費－２６７，０００円） × １％
●多数回該当（※2）の場合は４４，４００円

１8，０００円、
年間１４万４千円上限

５７，６００円
●多数回該当（※2）の場合は

４４，４００円

２４，６００円
１５，０００円

８，０００円

負担
割合 所得区分 後期高齢者医療分と

介護保険分を合算した限度額

課税所得（※1）
１４５万円以上３割 ６７万円

一　般
区分Ⅱ
区分Ⅰ

56万円
31万円
19万円

１割

現
役
並
み

負担
割合 所得区分 後期高齢者医療分と

介護保険分を合算した限度額

課税所得（※1）
380万円以上

課税所得（※1）
145万円以上

課税所得（※1）
690万円以上

３割

２１2万円

１４１万円

６７万円

一　般
区分Ⅱ
区分Ⅰ

56万円
31万円
19万円

１割

現
役
並
み

◎自己負担限度額（年額）
○見直し前〔平成30年7月診療分まで〕 ○見直し後〔平成30年8月診療分から〕

限度額を超える額が500円以下の場合、支給されません。
区分Ⅰに該当し、世帯内に介護保険者の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。
※1　課税所得とは、市町村民税の課税所得（課税標準額）のことです。

課税所得690万円以上のかた、一般区分のかた以外は、
事前にお住まいの市(区)町村の担当窓口で以外「限度額適
用認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」
の交付を受け、医療機関に提示のうえ受診してください。

支給対象となる可能性が高いかたには、広域連合から申請書をお送りします。なお、次の要件に該当するかたは、申請書をお送りできない場合
があります。８月から翌年７月までの間に
●市町村を超えて転居したかた　●年齢到達等により後期高齢者医療制度の被保険者になられたかた
●千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者ではなくなったかた　●千葉県内の市町村以外の介護保険を利用されているかた


